
第２回審議会資料 本庄市緑の基本計画における緑化重点地区について 

 

 

■緑化重点地区とは 

「重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」を意味し、都市緑地法第 4 条第 2 項に

おいて、緑の基本計画に定めるものとされています。 

 

【取り組みの例】 

 

 

 

 

 
 
 
 
■本市における「緑化重点地区」の考え方 

 

上記の取り組みの例に加えて、本庄らしい緑の保全

の視点を加えることを検討 

 

 

 

 
 
 
 
 
■「緑化重点地区」の区域設定 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

緑の少ない地区において、 

緑豊かで賑わいのある場所に 

誘導していく取り組み 

公園の少ない地区おいて、 

公園整備の推進を図る 

取り組み 

まちの特性に合わせて位置づけ 

本庄らしい緑の保全の取り組み 

段丘斜面林の保全 大久保山の保全 

など 

市民緑地認定制度 

（計画書素案５８ページ） 

制度適用への準備 

緑化重点地区内で制度適用が可能 

本庄市緑の基本計画における緑化重点地区の範囲 

 

本庄市緑の基本計画に位置付け 

市街地 段丘斜面林、大久保山 ＋ 


